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I. 設計仕様書（特記共通） 

1. 本業務は、本特記仕様書によるほか「保全設計（土木・造園）設計業務等共通仕様書（案）

（平成 24年 4月）」により実施する 

2. 本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）が発注する次の

設計業務について適用する。 

設計名称：  

履行期間：契約締結の翌日～令和７年 2月 14 日まで 

履行場所： 

3. 設計対象内容及び範囲 

本設計は基本設計を対象とし、内容は基本設計特記仕様書による。設計範囲は別紙設

計範囲図による。 

4. 設計対象団地及び概要 

イ) 下記に示す団地の検討作業又は工事の設計を行う。 

あけぼの団地 

1) 基本設計 

ロ) 作成する設計図書等については、各仕様書によるものとする。なお、図面等は機構

所定の様式によるものとし、受注者の負担により購入するものとし、図面には設計

事務所名を記載及び設計責任者印を表紙図面に押印するものとする。 

ハ) 設計の履行にあたっては、法令及び条例等関係諸法令を遵守するものとする。 

ニ) 団地概要 

A) あけぼの団地 

1) 敷地面積：113,442 ㎡ 

2) 管理開始：昭和 38年～昭和 42年 

3) 交通： 札幌市営南北線「真駒内」駅 バス 7分 徒歩 1～11 分 

4) 戸数： 2DK-688 戸、2LDK-60 戸、3DK-492 戸 

5) 建 物 構 造：鉄筋コンクリート造 

6) 駐車場：平面式 

5. 受注者は当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性をもって設計を行う

ものとする。 

6. 受注者は設計の履行中において、担当職員から設計図書（複写）の提出を求められたと

きは、その都度提出するものとする。 

7. 受注者は設計図書の引渡し後において、設計図書に誤記が認められ、担当職員がその修

正を請求したときは受注者の負担において速やかに修正するものとする。 

8. 設計担当専門技術者は、設計内容に基づき以下の専門分野毎に配員すること。 

【造園】 

再委託する場合は下記による。 
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１）土木設計業務等請負契約書（以下、「契約書」という。）第 8 条第 1 項に規定する

「主体的部分」とは、次に掲げるものをいう。 

イ) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断 

ロ) 解析業務における手法の決定及び技術的判断 

ハ) 設計の中核となる図案の作成 

ニ) 打ち合わせ及び内容説明 

２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型

製作などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。 

３）受注者は下記に規定する業務以外の再委託にあたっては、あらかじめ別紙－１に

より再委託（変更等）承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。また、再

委託する場合は、再委託（変更等）承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費

用がわかる書面を提出すること。なお再委託する場合の委託先については、下記の

資格等を有すること。     

① 建築設計 
ｲ） 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による 1 級建築士の免許を受け

ている者。 
② 機械設備 

ｲ） 建築設備士、設備設計一級建築士、技術士（機械、衛生工学又は電気

電子の部門）のいずれかの資格を有した者がいること。 
③ 電気設備 

ｲ） 建築設備士、設備設計一級建築士、技術士（電気電子部門）のいずれ

かの資格を有した者がいること。       
④ 土木設計 

ｲ） 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、ＲＣＣＭのいずれかの資

格を有したものがいること。 
ﾛ） 過去１０年以内に機構又は公的機関における共同住宅の屋外付帯改

修工事に関する設計の実績を有していること。 
9. 本契約において、照査技術者の配置は求めるが、保全（土木・造園）設計業務等共通仕

様書（案）（平成 24 年 4 月）」1.1.7 2.の照査技術者の資格要件は、適用しない。な

お、管理技術者と照査技術者は、兼ねることができない。 

10. 受注者は、契約締結後 15日以内に設計業務に着手し、業務計画書を提出しなければな

らない。 

11. 機構から受注者へ貸与する物品等（以下、「貸与品」という。）は次の通りとする。 

ｲ） 品名、数量等 （☑のついたもの） 

☑団地平面図、配置図 一式 □土木工事材料、労務単価表 一式 

□確定測量図 □樹木、地被類調査台帳 一式 
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☑既設構造物等設計図書 一式 ☑土木、造園原設計図書 一式 

□保全工事積算要領 一式 □電気設備原設計図書 一式 

□基本計画成果品 一式 □基本設計成果品 一式 

□土木・造園工事積算運用事項集 一式 ☑修繕等実施基準 一式 

☑計画点検報告書 一式 □遊具管理台帳 一式 

☑植物管理台帳 一式 □都市再生機構積算特記規準 

□整備基準 一式 ☑法令チェックシート（令和２年 12 月版） 

☑遊具の運用事項書（平成 29年 5月版） ☑地歴にかかる資料 

ﾛ） 引渡し場所 

独）都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部 

リノベーション環境設計第１課 

ﾊ） 引渡し時期 

契約締結以降必要の都度。 

12. 購入を要する資料 

 基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 令和２年度版 

 保全工事共通仕様書 令和５年版 

 土木・造園工事積算要領 令和５年版 

 土木工事標準設計図集 令和４年版 

 造園施設標準設計図集 令和５年版 

 撤去・移設等標準設計図集（土木造園編） 平成 11 年版 

 保全工事積算基準 造園 令和３年２月 1日版 

 電気、設備、建築については必要に応じて購入すること。 

 

13. 受注者は機構からの貸与品を担当職員に無断で外部への持出し、閲覧、複写又は譲渡し

てはならない。 

14. この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員と

協議するものとする。 

15. 本業務を遂行する上で、知り得た機密を要する事項については、他に漏洩しないよう細

心の注意を払うこと。 

16. 受注者は設計の各段階における案の作成時及び特に必要に認められるときには、担当

職員と十分協議の上、確認を受けるものとする。特に、修繕の範囲については、事前に

現地調査報告書を提出し、担当職員の了解を得ること。また、協議内容については、そ

の都度、記録を整理し、担当職員に提出するものとする。 

17. 設計業務実績データ（ＴＥＣＲＩＳ）の情報提供について 

（契約額 100 万円以上の場合） 

「調査設計実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）」［ＪＡＣＩＣ（㈶日本建築情報総合セン
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ター）℡03-3505-2981］の仕様に基づく「登録のための確認のお願い」を作成し、「登

録内容確認書」の写しを担当職員に提出しなければならない。なお、各々の提出期限は、

以下の通りとする。 

ｲ） 受注時登録データ→契約締結後 10日以内。 

ﾛ） 完了時登録データ→業務完了後 10日以内。 

ﾊ） 受注時登録データの内容変更があった場合→変更契約締結後 10日以内。 

18. 設計図書の提出 

設計が完了したときは、完了届・引渡書・納品書を各 2 部と請求書 4 部を設計図書一式

と共に提出する。修正を必要とするときは、所要の修正を行い再提出の上、完了検査を

受け、設計図書を引渡すものとする。 

19. 業務成績評定（予定価格 200 万円を超える場合） 

本業務については、業務成績評定の対象業務として業務完了後、業務成績評定点を通知

する。付与した業務成績評定点は将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用す

ることがある。また、60 点未満の業務成績の通知を受けたものについては当該業務成

績の通知日から起算して１年を経過するまでの間、「令和３・４年度および令和５・６

年度コンサルタント等業務希望調査の実施について」にて提出された調査資料は競争

参加者の指名の基礎資料としない。 

20. 特記事項 

ｲ） 積算企画書の作成および照査にあたっては、主任技師の承認を得て決裁すること。

主任技師：大卒後 18 年以上相当の能力のあるもの。 

ﾛ） 建築基準法及び関連法令を遵守して設計図書を作成する。 

ﾊ） 落札者（受注者）は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に

関する特記条項」（別添１）及び個人情報等の保護に関する特約条項（別添２を契

約書と併せて、同日付で締結するものとする。 

ﾆ） 打合せ回数は下記を見込む。なお、打合せ１回（半日程度）につき、管理技術者、

担当技術者が各１名参加すること。Ⅰ.22.に示す業務スケジュール案を基に、担当

職員と都度調整の上実施すること。 

・基本設計：3回  

21. 業務環境の改善  

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組む ウイークリースタンスを考慮

する。 

ウイクリースタンスの実施にあたってはウイクリースタンスの実施要項に基づき、調

査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。別添 3-1・3-2 

22. 業務スケジュール 
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23. その他 

  ・現地調査等に要する旅費について 

   北海道内に本店又は支店、営業所がない企業が受注した場合は、該当地区の現地調査 

等の旅費を往復交通費（羽田空港-新千歳空港の航空運賃）＋宿泊費とし、発注担当 

課と相談の上、変更対応とする。 
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II. 基本設計特記仕様書 

1. 基本設計の目的 

 本設計業務は、賃貸住宅ストックの価値向上のために、屋外ポテンシャルを最大限に

活用し、暮らしの場の一体的かつ計画的な環境改善である屋外環境整備（団地屋外環境

整備）を行うための、整備計画の策定に関する情報（現況調査及び把握、社会的ニーズ、

機構の事業方針等）を把握し、「団地景観の向上」「生活サービスの充実」「コミュニテ

ィの形成への寄与」の観点から魅力ある屋外環境の提供及び多様な世代が安心して住

み続けられる環境整備に資する整備計画の立案を行い実施設計を行うための諸条件を

整理することを目的とする。 

2. 基本設計の業務内容 

ｲ） 既存資料の整理（原設計図及び変更図、改修図等の資料整理） 

マイクロ図面やその他資料の内容確認を行い、不足情報把握及び入手方法の検討

を行う。 

ﾛ） 条件整理１（前提条件把握、課題整理） 

対象団地の都市計画法上の位置づけ、建築基準法、各種条例等、法規制上の条件、

を確認する。 

ﾊ） 条件整理２（前提条件把握、課題整理） 

対象団地の団地別整備方針、対象団地の居住者年齢構成及びその推移、関連する修

繕計画及び入居促進に係るスケジュールや内容について、機構担当者から入手し、

前提条件と課題を把握する。 

ﾆ） 関連機関のヒアリング調査 

① 住まいセンター 

対象団地の問題点及び居住者等からの主な要望等の情報収集 

② 地方公共団体 

対象団地の法的条項確認及び情報収集 

（都市計画マスタープラン、開発指導要綱、駐車場条例、建築基準法、緑化条

例、土壌汚染対策法等） 

③ 清掃事務所 

対象団地の収集活動に関する情報収集 

④ 消防 

対象団地の消防活動に関する情報収集 

⑤ 警察 

周辺道路及び団地内道路の交通安全に関する情報収集。 

ﾎ） 周辺概況調査 

対象周辺部を目視踏査により、現況を把握する。自然環境(河川、公園)、社会環境

（交通、学校、公共施設）、人文環境（地歴）から、重要な対象が近接する場合は、
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現地確認する事。 

ﾍ） 対象敷地現況調査 

以下項目を安全性、快適性、利便性、美観保持の観点から、目視踏査、写真撮影に

より、各施設の経年劣化疲弊程度、利用状況を把握し、位置と形状と仕様を確認す

る。又、下記記載内容も合わせて調査する。 

① 自転車置場 

・保有台数の実数カウント【□有 ○人＊○日程度 ・☑無】 

② ゴミ置場 

・不法投棄状況と収集方式（資源、粗大） 

③ 駐車場 

・仮設駐車場設置可能位置 

④ プレイロット（遊具施設及び休憩施設） 

・JPFA2014 の規準確保状況【☑有・□無】 

・利用状況調査（定点調査）【☑有 ○人＊○日程度 ・□無】 

⑤ 通路（摩耗、クラック、沈下、不陸、勾配、段差等） 

・動線調査（通行量定点調査）【☑有 ○人＊○日程度 ・□無】 

⑥ 植栽（高木、低木、生垣、地被、芝生） 

・樹勢、剪定状況、裸地化状況、過密・密度低下状況 

・優良及び支障樹木の選定（駐車場近接鳥害、電線電柱近接、越境、住宅採 

光、日照通風、プライバシー、見通し防犯、屋外照度） 

⑦ 道路（不陸、沈下、滞水、クラック、表面荒れ等） 

・消防上の問題（寄付き、活動空地、避難路） 

・夜間の路上駐車状況及び対策状況(規制、幅員変更） 

⑧ 階段室入口周り（段差、スロープ、手すり設置） 

⑨ 屋外照明（照度計による夜間照度） 

⑩ 案内板、掲示板、フェンス、車止め、手摺、小擁壁などの工作物 

⑪ 園地・通路排水（集水状況、概略深さ） 

⑫ 地下埋設物（汚水、雨水、電気、電話、ガス、水道その他） 

・地下埋設ルート確認 

ﾄ） 現地調査結果をもとに、既往資料の加筆修正を行い、現況平面図を作成する。 

又、各項目別に現地調査結果を要約した報告書を作成する。 

ﾁ） 整備内容・水準の検討（.団地環境整備のコンセプト企画立案・設計方針の設定）    

現地調査等から判明した各種課題、利用状況を踏まえ、①安全性、②利便性、③美

観保持・景観形成、④子育て支援・高齢化対応、⑤防犯、⑥防災、⑦コミュニティ

形成、⑧環境配慮、⑨地域との関係性回復、地域貢献、各分野への今回設計での対

応方針、優先順位付けを検討し、将来達成目標を明確化する。 
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尚、具体の整備内容・水準設定に当たっては、①イニシャルコスト、②不動産競

争力、市場動向、顧客満足度向上の視点、③中長期的視点での社会的需要変化、経

年変化等に対する持続的発展可能性確保（将来改修移転用スペース確保）や維持管

理性向上（ライフサイクルコスト低減、メンテナンス頻度）の視点から、慎重にバ

ランス良く行うこととする。 

リ）留意事項 

・現況道路幅員を狭窄する場合は、建築基準法、消防法等の関係法規を遵守し、調

査職員と協議する。 

・駐車場配置計画にあたって、契約状況から設置台数を見直す場合で、地方公共団

体が定める付置義務台数を下回る場合は、調査職員と協議し指示を受ける。 

・各種構造物移設にあたって、経済性の他、工事施工に支障となる既設構造物、既

存樹木、地下埋設物の占用位置を確認し、施工の確実性を考慮し，位置等を選定

する。尚、電柱水道等の移設が必要となる場合は、調査職員と協議する。 

ヌ）団地再生事業に係る影響範囲の検討 

団地再生事業に係る団地内道路拡幅、建物除却等の影響範囲及び問題点を整理す 

ること。 

ル）基本設計各種平面図の作成 

コンセプト案・計画平面図案作成後、設計担当課、住まいセンター、自治会代表等

との協議を踏まえ、基本設計各種平面図を作成する。尚、工事発注用実施図を支障

なく作成できるレベルまで、対象物の配置、仕様、形状、意匠、ボリューム等を検

討、決定し、図面に適切に表現する。 

ヲ）概算工事費の算出 

数量計算に基づき概算工事費を算出し、予算との比較確認を行う。 

  ワ）設計説明書の作成 

検討内容及び決定の背景・経過がわかるように、最終の設計成果物を報告書にまと

める。また、設計内容を要約したプレゼンテーション用概要版を作成する。 

3. 基本設計における配慮項目及び重点設計項目 

ｲ） 配慮事項 

1) 本設計では敷地全体の課題を整理し、改修する箇所について優先順位の整理 

を行った上で、メリハリのある改修計画を検討すること。 

2) 積雪による影響や寒冷地仕様、除雪作業などを考慮した検討を行うこと。 

ﾛ） 重点設計項目 

   1)集会所周辺 

    ・広いスペースを活かしてイベント利用や、住民同士の交流の場となるような空間 

を検討すること。 

    ・健康促進を目的とした多目的広場の活用方法を検討すること。 
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   2)団地中心部の広場 

    ・四季折々の自然や植栽を活かして人々が外に出たくなるような仕掛けづくり、団

地の中心にふさわしい人々が集う空間を検討すること。 

    ・広い敷地や芝生広場、高低差を活かして運動や健康促進のための空間を検討する

こと。 

・イベント時に集会所周辺と一体で利用できるように動線や利用方法を検討する 

こと。 

     

4. 基本設計の提出図書【あけぼの団地】 

設計図書の種類 縮尺等 規格 枚数 備 考 

基
本
設
計
図
書 

①現況平面図 1：300 程度 A1 適宜  

②全体平面図（協議用・決定版）着色 1：200～500 A1 1 枚  

③施設計画平面図 1：300 程度 A1 適宜  

④植栽計画平面図（伐採・移植・保存） 1：300 程度 A1 適宜  

⑤植栽計画平面図（新植・高木） 1：300 程度 A1 適宜  

⑥植栽計画平面図（新植・低木地被） 1：300 程度 A1 適宜  

⑦サイン計画平面図（移設・修繕） 1：300 程度 A1 適宜  

⑧照明計画平面図（移設・修繕） 1：300 程度 A1 適宜  

⑨仮設駐車場計画平面図 1：300 程度 A1 適宜  

⑩道路駐車場計画平面図（ゴミ置場等含む） 1：300 程度 A1 適宜  

⑪工区割全体平面図 1：300 程度 A1 適宜  

⑫排水計画平面図 1：300 程度 A1 適宜  

⑬現況平面図及び埋設物重ね図 1：300 程度 A1 適宜  

⑭サイン検討図（新設等） 1：300 程度 A3 適宜  

⑮照明検討図（新設） 1：300 程度 A3 適宜  

⑯法的条件図 1：300 程度 A3 適宜  

重
点
提
案
書 

①集会所周辺 

 （平面図・詳細図・ラフスケッチ含む） 

2 案 A3 各 3 枚  

②団地中心部の広場 

（平面図・詳細図・ラフスケッチ含む） 

2 案 A3 各 3 枚  

フォトモンタージュ  A3 2 ｶｯﾄ 改修前後 

     

工
事
費
概
算 

①概略構造計算書等設計資料  A４ 1 式  

②概算数量計算書及び算出根拠  A4/A3 1 式  

③工区割案、工区別概算書  A4 1 式  

④概算数量内訳書  A4 1 式  
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そ
の
他
資
料 

①基本設計報告書  A4 1 式  

②住まいセンター等説明書等  A4 1 式  

③自治会説明用資料  A1/A3 1 枚  

④打合せ記録簿  A4 1 式  

⑤土壌汚染対策法等に基づく資料作成  A3 1 式  

⑥団地再生事業影響範囲検討資料作成  A3 1 式  
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5. 提出部数 

ｲ） 基本設計図その他資料は原図 1部を同一図面ファイルに収納して提出。 

ﾛ） 設計説明書等は原図を 1部Ａ４ビニールファイルに収納して提出。 

ﾊ） 提出する設計図書一式については、デジタルデータ（CAD、PDF データ）も、併せて

納品することとする。データのファイル形式については、別途調査職員と打合せの

うえ、決定する。 

※成果品については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年

法律第 100 号）」（以下「グリーン購入法」という。）第６条第２項第２号に規定する「特

定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法に基づく基本方針（令和５

年２月版）の「判断の基準」を満たすものとする。 

 

6.  ラフスケッチ及びフォトモンタージュ（参考例）  

【ラフスケッチ】 

 
 
 
【フォトモンタージュ】 

[整備前]                  [整備後] 
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設計範囲図 

■案内図 

 

■設計範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」 

設計範囲 

重点設計項目 
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○年○月○日 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構○○本部等 

本部長等 ○○ ○○ 殿 

受託者 住所 

    氏名 株式会社○○○○ 

      ○○ ○○ 印 ※１ 

契約名称：                             

○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を

再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 

項目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、氏名） 

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○ 

△△株式会社 

再委託業務の内容 上記業務の小構造物設計計算、図面作成（平面図、縦断図、

横断図、小構造物詳細図）および数量計算 

再委託業務の契約予

定額 

○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の選

定理由 

（再委託する必要性） 

小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の

効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 

（再委託の相手方の選定理由） 

△△株式会社は、○○10年より弊社の道路設計業務の図面

作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。この間、

成果の品質が高く、納期も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、

短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視すること

が期待できるため。 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１：     連絡先（電話番号）２：      

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

別紙-１ 



15 
 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

別添１ 

外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項 

 

発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○業務の契約（以下「本

契約」という。）に関し、受注者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）を実

施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとす

る。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有

体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供さ

れるもの（以下「電磁的記録」という。）に係る記録媒体（以下「電磁的記録媒体」とい

う。）で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体（ＵＳＢメモリ、

外付けハードディスクドライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等）をいう。 

 

（外部電磁的記録媒体の取扱い） 

第２条 受注者は、別添1-1「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記

録媒体を取扱わなければならない。 

 

（解除及び損害賠償） 

第３条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができる。 

 

本特約条項締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自１

通を保有する。 

 

令和○年○月○日 

 

発注者  住所 ○○○○○○○○○○○○○ 

氏名 独立行政法人都市再生機構○○○○○○本部 

        本部長 ○○ ○○         印 
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受注者 住所 ○○○○○○○○○○ 

氏名 ○○○○○○ 

    代表取締役 ○○ ○○        

 

別添1-1 

外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書 

 

受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目

的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及び

これに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 

(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プロ

グラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 

(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 

① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 

・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 

・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 

・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ

等に注意する。 

② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を

行う。 

（3） 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はその

おそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 
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別添２ 

 

個人情報等の保護に関する特約条項 

 

発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ]の契約（以下「本契約」とい

う。）に関し、受注者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）を実施するに

当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 

[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。  

 

（定義） 

第１条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報の

うち、次に掲げるものをいう。 

一 個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項に規定

する個人情報をいう。）(ﾊ) 

二 ○○○に関する情報 

三 △△△に関する情報 

（個人情報等の取扱い） 

第２条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人

及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

（管理体制等の報告） 

第３条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制

を書面（別紙様式１）により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告

内容に変更が生じたときも同様とする。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又

は解除された後も同様とする。 

（安全管理のための措置）(ﾊ) 

第５条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(ﾊ) 

（収集の方法） 

第６条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内

で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的

外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 
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（個人情報等の持出し等の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所

から送付及び持ち出し等してはならない。 

（複写等の禁止） 

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁

的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の制限等） 

第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、

他に委託（他に委託を受ける者が受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条

第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）してはならない。(ｲ) 

２ 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、

本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その

委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 

※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し（する）」を「請負わせ（わせる）」

又は「下請けさせ（させる）」に、「委託を受ける（受けた）者」を「請負わせる（わせ

た）者」又は「下請けさせる（させた）者」とする。 

（返還等） 

第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個

人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本

契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 

２ 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は

承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなけれ

ばならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明

する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認する

ものとする。（ﾆ） 

（事故等の報告） 

第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、

直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やか

に、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期から６か月後の月末まで

に（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、書面（別紙様式２）により報告しな

ければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況につ

いて調査（実地検査を含む。以下同じ。）することができ、受注者はそれに協力しなけれ
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ばならない。(ｲ) 

３ 受注者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況につい

て、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 

（取扱手順書） 

第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添2-1「個人情報等に係る取扱手順

書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができる。 

 

 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

発注者  住所 

 

氏名                       印 

 

 

受注者 住所 

 

氏名                       印 
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別添2-1 

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものと

する。 

 

１ 個人情報等の秘密保持について 

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 

※業務終了後についても同じ 

 

２ 個人情報等の保管について 

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。）

及びデータは、次のとおり保管する。 

(1) 書類等 

受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 

(2) データ 

① データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢメモリ、外付けハードディスクド

ライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイル

については、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業

務上必要最低限の者とする。(ｲ) 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもの

のみとする。※私物の使用は一切不可とする。 

 

３ 個人情報等の送付及び持出し等について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付

及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等

を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 送付及び持出しの記録等 

台帳等を整備し、記録・保管する。 

(2) 送付及び持出し等の手順 

① 郵送や宅配便 

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 

② ファクシミリ 

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次

の手順を厳守する。 
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・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること 

③ 電子メール 

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。

(ｲ) 

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示

されないように、「bcc」で送信する。 

④ 持出し 

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 

 

４ 個人情報等の収集について 

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用

目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集しなければならない。 

 

５ 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、

又は第三者に提供してはならない。 

 

６ 個人情報等の複写又は複製の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された

電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 個人情報等の返還等について 

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しを

する。 

② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュ

レッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方

法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄した

ことを証明する書類を提出する等する。(ﾆ) 
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８ 個人情報等が登録された通信端末の使用について(ｲ) 

発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、

次のとおり取り扱うものとする。(ｲ) 

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 

(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見防止フィルタの使用等）、盗難・紛失

に対する対策（通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等）により、安全確保のため

に必要な措置を講ずることに努める。(ｲ) 

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び個人を特定で

きる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。 

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、業務上不

要となり次第、消去する。 

 

９ 事故等の報告 

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ち

に発注者に報告する。 

 

10 その他留意事項 

独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第５章の規

律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 

この法律の第66条第２項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受

けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止

その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 

したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定に

より、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。(ﾊ)(ﾆ) 

 

11 特記事項 

※必要に応じ記載 
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令和 年 月 日 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

 契約件名：                       

 

１ 取扱責任者及び取扱者 

 

 
部 署 

氏 名 取扱う範囲等 
役 職 

取扱責任者 
○○部△△課 

  
課長 

取 扱 者 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

係長 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

主任 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

別紙様式１(ﾛ) 
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２ 管理及び実施体制図 

 

 

（様式任意） 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事

業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 
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令和 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構 

○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 

 

 契約件名：                       

 

記 

 

１ 確 認 日  令和 年 月 日 

２ 確 認 者  取扱責任者 ○○ ○○ 

３ 確認結果  別紙のとおり 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事

業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

 

以 上 

  

別紙様式２(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ) 
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（別紙）管理状況の確認結果 

 

【管理する個人情報等】 

 

 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

１ 管理及び実施体制 

 令和  年  月  日付けで提出した「個人情報等に係

る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 
  

２ 秘密の保持 

 個人情報等を第三者に漏らしていない。   

３ 安全管理措置(ﾊ) 

 
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。

(ﾊ) 

  

《個人情報等の保管状況》 

 ① 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受

注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所

に施錠して保管している。 

  

 ② 

データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢメモリ、

外付けハードディスクドライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－

Ｒ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルに

ついては、暗号化及びパスワードを設定している。 

  

 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。   

 ④ 
②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者

が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 
  

《個人情報等の送付及び持出し手順》 

 ① 
発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事

務所から送付又は持出しをしていない。 
  

 ② 
送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい

る。 
  

 ③ 
郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文

書等に相違がないことを確認し、送付している。 
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  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

 ④ 

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、やむを

得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順を厳守してい

る。 

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

  

 ⑤ 
ｅメール等について、個人情報等は、メールの本文中

に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 
  

 ⑥ 
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、

パスワードは別途通知している。 
  

 ⑦ 

１回の送信において送信先が複数ある場合には、他者

のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送

信している。 

  

 ⑧ 
持出しについて、運搬時は、外から見えないように封

筒やバック等に入れて、常に携行している。 
  

４ 収集の制限 

 個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要

な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 
  

《個人情報等の取得等手順》 

 ① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。   

 ② 
業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する

場合には、本人に利用目的を明示している。 
  

５ 利用及び提供の禁止 

 
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供し

ていない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

６ 複写又は複製の禁止 

 
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、

又は複製していない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

７ 再委託の制限等 

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託（他に委託を

受ける者が受注者の子会社である場合も含む。）し、又は請

け負わせていない。 

※発注者の承諾があるときを除く。 

  

【再委託、再々委託等を行っている場合】 

 再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受

注者の義務を負わせている。 
  

８ 返還等 

 ① 
業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に

返還又は引渡しをしている。 
  

 ② 

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ

ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元

又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい
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  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

る。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄

したことを証明する書類を提出する等している。(ﾆ) 

９ 通信端末の使用 

 ① 
パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設

定している。 
  

 ② 

必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見防止フ

ィルタの使用等）、盗難・紛失に対する対策（通信端末

の放置の禁止、ストラップの使用等）により、安全確

保のために必要な措置を講ずることに努めている。 

  

 ③ 

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等

の登録（住所及び個人を特定できる画像は登録しな

い。）は、業務上必要なものに限定している。 

  

 ④ 

個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを

含む。）及び画像は、業務上不要となり次第、消去して

いる。 

  

10 事故等の報告 

 
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある

ことを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ

ている。 

  

11 取扱手順書の周知・徹底 

 個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を

行っている。 
  

12 その他報告事項 

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。） 

※ 確認結果欄等への記載方法 

確認結果 記載事項 

適切に行っている ○ 

一部行っていない △ 

行っていない × 

該当するものがない － 

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 

(ｲ)



別添 3-１ 

打合せ記録簿記載例 

 

１ 初回打合せ時 

ウイークリースタンス取組内容 

取組内容 特記事項※2 実施※3 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と

しない。 

 
■ 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 
 

■ 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は

新たな依頼をしない。 

 
■ 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 
 

■ 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 
 

■ 

⑥その他の項目※1 
 

－ 

※1 ①～⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する 

※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する 

※3  実施する項目を「■」とする。 

 

２ 成果品納品時 

ウイークリースタンス取組内容及び実施結果 

取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日と

しない。 

■ 
  

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■ 
  

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は

新たな依頼をしない。 

■ 
  

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 ■ 
  

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■ 
  

⑥その他の項目 － 
  

※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」 

    「実施できなかった」から選択する。 

    「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 

効果・改善点等※5  

 

※5  ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容（（例) 残業が減少し、業務に

余裕が出来た）などを記入する。 
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ウイークリースタンスＱ＆Ａ 

 

Ｑ１）ウイークリースタンスとはどのような制度ですか。 

Ａ１) ウイークリースタンスとは、建設コンサルタント業務等を円滑かつ効率的に進めるため、

受発注者相互における仕事の進め方として、１週間のルールを目標として定める制度です。

計画的に設計業務等を履行することで、業務環境を改善し、業務成果の品質が適切に確保さ

れるよう、適正な業務執行を図ることを目的としています。 

 

Ｑ２） 品質の向上にどのようにつながるのでしょうか。 

Ａ２) 取り組むことで、計画的に業務を履行し、受発注者間相互の意思疎通の強化を図り、成果

物の品質向上を目指します。 

 

Ｑ３）ウイークリースタンスは、法令等における定めはありますか。 

Ａ３) 令和元年 6 月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第 22 条に基づく

「発注関係事務の運用に関する指針」において、公共工事等の発注者は、休日明け日を依頼

の期限日にしない等の「ウイークリースタンス」を適用するよう努めることとされました。 

なお、「発注関係事務の運用に関する指針」は、品確法第 22 条の規定に基づき、品確法第

３条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保等の基本理念にのっとり、公共工事等の発注者を支援するために定められたものです。 

 

 
Ｑ４） 機構支援業務は、対象に含みますか。 

Ａ４） コンサルタント業務として発注する機構支援業務は、対象に含みます。 

 

Ｑ５） 現在履行期間中の業務は対象になりますか。 

【発注関係事務の運用に関する指針】 

２ 測量、調査及び設計 

２－３ 業務履行段階 

（履行状況の確認等） 

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図る

ため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や条件明示チェ

ックシートの活用、スケジュール管理表の運用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実

施するよう努める。 

【公共工事の品質確保の促進に関する法律】 
（発注関係事務の運用に関する指針） 
第 22条 国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民

間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及

び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を

定めるものとする。 
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Ａ５) 現在履行期間中の業務は、受発注者間の協議により準用することができます。ウイークリ

ースタンスの趣旨を踏まえ、受発注者間で協議のうえ、中間打合せ等において、取組内容を

設定していただき、設定日（例：中間打合せ日）から履行期間の末まで取り組んでください。 

 

Ｑ６）取組期間について教えてください。 

Ａ６) 取組期間は、初回打合せ時（取組内容を設定した日）から履行期間の末までとしてくださ

い。履行期間を延期した場合も取組期間が延期するとして取り扱います。 

 

Ｑ７） 取組みの進め方について教えてください。 

Ａ７) 初回打合せ時に、取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定してください。 

受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有します。 

成果物納入時の打合せ時に、実施結果、効果及び改善点等を受発注者双方で確認し、打合

せ記録簿に整理します。 

 

Ｑ８） 実施内容全ての項目に取り組まなければならないのでしょうか。 

Ａ８) 受発注者間で確認・調整の上、受発注者の勤務時間、定時退社日などの就業環境や、業務

特性等を勘案し、取組内容を設定してください。 

なお、国土交通省関東地方整備局にヒアリングしたところ、建設コンサルタント業界から

の要望を受け、実施要領を定めており、具体的な曜日や時間帯等も要望内容に含まれていま

す。今後、多様な働き方が広がることが想定されますが、このことを踏まえ、当機構の実施

要領の取組内容においても、具体的な曜日や時間帯等の標準案を記載しています。 

 

Ｑ９） 「①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない」や「③休暇が取れるように休前日

（金曜日等）は新たな依頼をしない」に取り組んだ場合、どのように依頼、期限を設定すれば

よいでしょうか。 

Ａ９) 依頼から期限までに、内容に応じて必要な作業期間を確保した上で、土日や休日、時間外に

作業を強いることがないように配慮して下さい。 

 

Ｑ10） 「②水曜日は定時の帰宅を心掛ける」は水曜日にしか設定できないのでしょうか。 

Ａ10) 受注者の就業規則等を踏まえ、受発注者間の協議により任意に設定していただいて構いま

せん。 

 

Ｑ11） 取り組み途中に実施項目を追加することはできますか。 

Ａ11) 受発注者協議の上、追加して下さい。また、実施項目の取りやめについても同様です。 
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Ｑ12） 実施要領に記載されている実施項目以外にも取り組んでもよいでしょうか。 

Ａ12) 実施要領の実施項目は参考に記載しております。受発注者合意のうえ、独自の取組を行っ

ていただいて構いません。 

  （参考設定例） 

・web 会議を積極的に活用する。 

・問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応する。（ﾜﾝﾃﾞｨﾚｽﾎﾟﾝｽ） 

・メール等の情報伝達は、個人間で行わず業務に関わる関係者全体で情報を共有する。 

 

Ｑ13）取組みをしたことによるインセンティブはありますか。 

Ａ13) 取組をしたことによるインセンティブはありません。 

なお、建設コンサルタント等は、平成 31 年４月１日に施行された改正労働基準法により、

罰則付き時間外労働の上限規制が適用されており、業務環境を改善することを受発注者相互

で意識し、実践することが、働き方改革を推進するうえで重要と考えています。 

 

Ｑ14） 協議により取り組むこととした項目について、業務途中、または最終的に実施できなかっ

た場合、ペナルティーはありますか。 

Ａ14) 協議により決定した実施項目が実施できなかった場合、委託成績評定において減点する等

のペナルティーはありません。 

 

Ｑ15） 業務の積算方法の変更や積算基準の見直しはありますか。 

Ａ15) 前述のとおり、ウイークリースタンスは、計画的に設計業務等を履行することで、業務環

境を改善し、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図ることを目的と

していますので、業務の積算に影響するものではありません。 

 

Ｑ16） ウイークリースタンスの取組みについて、フォローアップの検証を実施しますか。 

Ａ16) 制度の改善に向けた意見照会を行う際はご協力をお願いします。 

 

以 上 
 


